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特 養子縁組制度 利用 進 在 方 い  

 

 

．  

   

( ) 28 10日 新 子 家庭福祉 あ

方 専門委員会報告 提言 い 特 養子縁組制度 利用

進 必要 措置 連 制度 見直

機 調整 可及的 や 検討 開始 あ さ  

  

( ) 28 27日 立 児童福祉法等 一部 改 法

28 法 第 63 附則第 条第 法 施行

や 児童 福祉 増進 観 特 養子縁組制度 利用 進

在 方 い 検討 加え 結果 基 い 必要 措置 講

さ  

  

( ) ニッポン一億総活躍プ ン 28 日 議決定 い

特 養子縁組制度 利用 進 在 方 い 検討 必要 措置

講 さ  

   

( ) 踏 え 28 児童虐待対応 法

及び特 養子縁組制度 利用 進 在 方 検討会 開催 議

論 進 検討会 児童虐待 件数 増加 中 一人

多 子 家庭 養育環境 同様 養育環境 い 的

養育さ 子 福祉 増進 う 観

特 養子縁組制度 利用 進 在 方 提言 目指

あ  

本検討会 児童相談所及び民間あ 団体 対象 特 養子縁組

実態調査 実施 特 養子縁組家庭 支援者や当事

者等 ア ン 行い 検討 進  

 

 ( ) 具体的 特 養子縁組制度 利用 進 在 方 い 基

本的 考え方 主 目 個 論 事 検討

 

    齢要件 

    審 申立権 実父母 同意等 立要件 
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    子 出自 知 権利 

    養子縁組 立前 養親や子 対 支援 

    行政 民間あ 団体 支援体制 強化 連携 協働 養親候補者

情報 共  

 

 

．基本的 考え方 

   

( ) 昨 児童福祉法改 う 趣 踏 え 特 養

子縁組制度 利用 進 在 方 検討 必要 あ  

 

 子 児童 権利 条約 精神 適 養育

健や 長 や自立等 保 さ 権利 置

付  

 

 子 最善 利益 優先 考慮 児童 齢及び 程度

応 子 意見 尊 う さ  

 

 子 家庭 い 心身 健や 養育さ 原則

子 家庭 い 養育 困 場合 家庭

養育環境 同様 養育環境 い 的 養育さ う必要 措

置 講 い 家庭養育 原則 明記さ  

 

( ) 国連 児童 替的養護 指針 21 12 18 日国連

総会 択決議 児童 家族 養護 う

活動 又 児童 家族 養護 戻 活動 支援

失敗 場合 養子縁組 中略 適当 永 的解決策

さ い  

 

( ) 親 児童養護施設等 措置さ い 子 27

現在 約 万人 親や児童養護施設等 生活 い 子

家族 交流 い者 25 現在 約 万人 及 い

一方 法統計 特 養子縁組 立 申 立

理さ 事件 認容件数 27 542件 あ 厚生労

働省 行 特 養子縁組 調査 26 度及び

27 度 い 児童相談所 特 養子縁組 あ 立 件数
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304 件 306 件 あ 単 度 一児童相談所当

件数 約 1.5件 い  

 

( ) 社会的養護 選択肢 一 通養子縁組制度 あ 通養子

縁組 実親や実方親族 養子 間 扶養 相 権利義務 残 戸

籍 実親 養親 併記さ 養親 養子 協議 縁 可能 あ

対 特 養子縁組 通養子縁組 異 法 養親

単独 親 養子 永 的 定的 形  

 

( ) う 背 踏 え 限 多 子 永 的 家庭 い

養育さ う 子 福祉 増進 観 特 養子縁組制

度 利用 進 在 方 検討   

 

 

．議論 整理 

 

( ) 齢要件 い  

  現状 課題  

 

ア 児童相談所 児童虐待 相談対応件数 27 度

10万件 超え 子 福祉 増進 永 的 家庭

保 状況 い 特 養子縁組 実父母 監護

著 困 又 適当 あ 特 事情 あ 場合 い

子 利益 特 必要 あ 家庭裁 所 審

立さ あ 民法第817条  

 

イ 現行制度 家庭裁 所 対 特 養子縁組 立 審 申立時

原則 子 歳未満 あ 要件 い 民法第

817条 例外 子 歳未満 あ 歳

前 引 養親 者 養育さ い 場合 縁組 申 立

民法第817条  

  養親 原則 立 審 時25歳 い

夫婦 一方 25歳 場合 う一方 20歳 あ 足

民法第817条 養親 者 養子 者 間 実親

子 同様 一定 齢差 保 さ い  
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ウ 厚生労働省 行 特 養子縁組 調査  

 特 養子縁組 立 事案 う 立時 子 歳

あ 事案 間 81件あ  

    選択肢 特 養子縁組 検討 考え 事案

間 298件あ  

  う 現在 乳児院 児童養護施設 措置さ い 者 219件

73.5％ 社会的措置 児童 齢 歳 事案

64件 21.5％ 齢要件 壁 い 事案 46件 15.4％ あ

 

 通養子縁組 立 子 齢 い 18歳未満 立

24件 う 立時 子 歳 あ 件数 間

21件 87.5％ あ  

 

エ 親 児童養護施設等 在籍 歳 子 25 2 現

在 約 万人い  

 

主 議論 

 

ア 記 う 現状や特 養子縁組制度 趣 鑑 実父母 家庭

養育 い子 永 的 家庭 養育さ 機会 広

え う 現行制度 齢要件 引

考え  

 

  イ 観 立 齢要件 在 方 検討 当 現行 特

養子縁組制度 一般的 齢 大 ほ 親子 形

踏 え 限 齢 引 う

タ ン 考え う メ ット 課題 存在

検討 要 あ  

 

ウ 特 養子縁組 養子 限 齢 引 方向性 例え

原則 歳未満及び例外 歳未満 要件 区 い 引

考え 具体的 全 子 永 的 家庭養育 機

会 え う 児童福祉法 児童 範 同 18歳未

満 や 通養子縁組 養子 者 身 行

当事者 15歳 場合 当事者本人 意思 相応 尊 さ
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15歳未満 考え  

う 養子 限 齢 引 場合 高 齢 子 永

的 家庭 養育さ 機会 え メ ット あ 一方

養子縁組 申立時期 遅 い う 措置 講 必要

あ や 実父母 法的 断 いう 大 決断 伴う養子本

人 意思 う 扱う いう課題 あ 留意 必要 あ

特 養子縁組 養子 齢 引 場合 親子 形

高い 齢ほ い さ い 考慮

期 対応 あ 考え方 留意 必要 あ  

 

  エ 養子 限 齢 一 引 原則 歳未満

要件 基本的 維持 例外 歳未満 要件 引 考

え 例え 子 歳未満 間 養育 開始 養育

場合 18歳未満 申立 認 考え

場合 物心 前 親子 形 開始 一方 齢 養

育開始 さ い 家庭養育 機会 制限さ 児童 養親

者 実親 地 期 確定 結果 児童 福祉 害

あ いう課題 あ  

原則 歳未満 要件 引 例外 歳未満

要件 例え 15歳未満あ い 18歳未満 引 考え

 

 

  オ 仮 養子 限 齢 引 場合 現行

養親 限 齢 在 方や試験養育期間 い 検討 必要 あ

養親 齢や養親子間 齢差 在 方 い 養子 養育

必要 現行 齢差 踏 え 検討 適当 あ  

 

 

審 申立権 実父母 同意等 立要件 い  

 

現状 課題  

 

ア 特 養子縁組 審 申立 養親 者 さ い

民法第 817条 特 養子縁組 立 原則 実父母

同意 い 民法第 817条 実父母 意

思 表示 い場合又 実父母 虐待 悪意 遺棄
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養子 者 利益 著 害 事由 あ 場合 同意

立 得 さ い 民法第 817条  

     特 養子縁組 立さ 養親 者 養子 者

監護 状況 考慮 い さ い 民

法第 817条  

 

イ 厚生労働省 行 特 養子縁組 調査  

 特 養子縁組 立 事案 う 間 実親 同意 得

220件 22.2％ 何 困 生 事案

特 養子縁組 立時 子 齢 立事案全体 比 均

10ヵ 高い  

 特 養子縁組 立 事案 う 実父母 同意 い

実父母 虐待 悪意 遺棄等 あ 認 件数 間

17件 1.7％ あ  

 特 養子縁組 検討 立 至 事案 い

養親候補者 見 試験養育期間 至 事案 う

実親 同意 明又 実親 同意 あ 縁組 否 確定

断念 事案 間 31件 59.6％ あ  

 特 養子縁組 検討 立 至 事案 い

養親候補者 特 養子縁組 審 申立 行う時 何 問題

生 特 養子縁組 断念 事案 う 実親 同意

無 明又 一方 同意 確認 又 実親 同意 確認

い 撤回さ 同意 表明さ 断念 事案

間 件 64.3％ あ  

 特 養子縁組 検討 考え 事案 う 実親 同意要

件 壁 い 児童相談所等 回答 あ 事案

間 205件 68.8％ あ  

調査結果 特 養子縁組 手 進 う 具体的

検討 入 児童相談所 あ 児童相談所 組 地

域差 あ 現状 踏 え さ 潜在的 ニ あ い

指摘 あ  

 

ウ 実父母 同意 い場合又 実父母 同意 あ 翻さ

あ 場合 養親 者 試験養育期間 調 終

わ 特 養子縁組 立 保 さ い 養親 者 実

親 審 申立 躊躇 あ 養親
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者 養子 者 養育 定 環境 養親

者 大 担 い いう指摘 あ さ 養親

者 養子 者 一定程度構築さ 実父母 同意 翻

場合 定的 解消さ あ 指摘 あ  

 

主 議論 

 

ア 広 実父母 家庭 養育 い子 福祉 増進

永 的 家庭 養育さ 機会 え う

実父母 同意 課題 解消 必要 あ わ

養親 者 養子 者 子 養育 覚悟 決

試験養育期間 経 特 養子縁組 審 確定 間

い 実父母 同意 撤回 いう特 養子縁組 立過程

定さ 留意 必要 あ  

実父母 同意 い場合 民法第 817 条 書 該当

否 見通 い中 試験養育期間 調 終わ 裁 所

要件 認 養親 者 養育環境 引 さ

あ 養親 者 養子 者 養育 定

実父母 同意 特 養子縁組 立前 撤回さ 場合 い 同様

状況  

 

イ 特 養子縁組 手 中 実親 養親 情報 開示さ 可能性 あ

実親 子 戻 い 養親

者 引 起 い 子 実親 法的 解消

申立 養親 者 行う必要 あ 養親 者

担 大 大 いほ 養親 う 者 限定さ

特 養子縁組 抑制さ う あ 特 養子縁

組 さ 進 養親 者 担 軽減

必要 考え  

 

ウ 観 立 審 申立権 実父母 同意等 立要件

在 方 検討 当 現行 特 養子縁組制度 い 養

親 者 申立権者 さ い 趣 養親子 いう身

形 い 当事者 申立権 いう基本的

考え方 依拠 養親 者 特定 子 特 養子

養育 意思 確実 担保 あ 踏 え 必要 あ  
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一方 民法 婚姻 通養子縁組 親権喪失 特 養子縁組 異

手 定 い 特 養子縁組 い 身 立

手 区 あ 必 申立 養子縁組 当事者 限

い い 考え方 あ や 社会的養護

必要 子 支援制度 性格 特 養

子縁組 立 い 児童相談所長 申立権者 加え 方法 考え

 

縁組 立時 実父母 同意 要件 さ い 趣 実父母

養育 望 い いう基本的 考え方や 養親 者 審 申

立 自由 ン 子 及び実父

母 利益 保護 あ 実父母 同意権 親権 無

わ 実父母 固 権利 あ 踏 え 必要 あ

考え 制度 見直 メ ット 課題 検討

要 あ  

    

エ 実父母 同意 撤回 制限 組 入 方向性 い 例

え 実父母 同意 書面 慎 手 得 一定期間

経過 同意 撤回 い 組 設 考え 同

意 手 公 証書 妥当 あ 意見 あ 一方

公 証書 手 場合 担 逆 利用 抑制さ

う い 指摘 あ 組 場合 現行制度

メ ット あ 一方 同意撤回 書面 手

時 実父母 十 納得 行う必要 あ いう課題 あ ほ

同意撤回 期限 実父母 翻意 実父母自身 養育 可能

環境 整え 実父母 子 養育

実父母 養育 最善 あ 考え方 齟齬 生 いう課題 あ  

 

オ 実父母 同意 得 い う 特 養子

縁組 立 手 段階目 子 い 特 養子

縁組 適当 断 手 段階目 特定 養親 者 間

特 養子縁組 適否 断 手 考え 加え

第 段階 申立 者 養親 者 担 軽減 児童相

談所長 第 段階 申立 者 身 形 養親

者 第 段階 特 養子縁組 適当 断さ 場合

実父母 権限 停 考え 場合 実父

母 同意 翻さ 試験養育期間 調 終わ 特 養
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子縁組 立 裁 所 認 い 懸念 養親 者

申立 躊躇 事態 改善 いうメ ット あ  

方 第 段階 特 養子縁組 適当 断さ わ

第 段階 養親 者 在 理由 特 養子縁組

立 い場合 あ 得 第 段階 降 法 い

親権喪失 停 制度 い 明確化 子 利益 生

い う 制度設計 いう課題 あ  

 

 

子 出自 知 権利 い  

 

現状 課題  

 

ア 特 養子縁組制度 昭和 63 開始さ 29 経過

間 特 養子縁組 養子 養親 真実告知 自 特 養

子 あ 知 出自 情報 求 あ 今

特 養子縁組 養子 人 者 増え 従い 出自 情

報 求 者 数 増え 考え 出自 知

権利 い 法 規定 い 国 自治体 民間 い 保

情報 範 必 明確 い 言え 齢や情報

機微 程度 応 開示 適当 あ 範 定 い

いう課題 あ  

 

イ 厚生労働省 行 特 養子縁組 調査  

 子 出自 情報 提供 求 件数 間

児童相談所 い 15件 民間あ 団体 い 件あ  

 特 養子縁組 資料 い 児童相談所 い 63.6％

永 保存 12％ 30 保存 い 民間あ 団体 い

84.2％ 永 保存 い  

 

ウ 児童相談所 文書保存期間 各地方自治体 条例等 規定 

さ 民間あ 団体 文書保存期間 養子縁組あ 事

業 指導 い 26 日 児 0501第3 厚生労働省 用均

等･児童家庭局長通知 局長通知 いう 永 保管

求 い 全国統一 保存期間 い い いう課題

あ          
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民間あ 団体 事業 廃 場合 局長通知 基

団体 管轄 都 府県 文書 引 子 等 相談 対応

や支援等 適 う 定 い 民間あ

機 養子縁組 あ 児童 保護等 法

民間養子縁組あ 法 いう 第19条第 い 事

業 廃 う 都 府県又 民間あ 団体 帳簿

引 い さ い  

 

 

主 議論 

 

  ア 戸籍 裁 所 記録 児童相談所 記録 民間あ 団体 記録

個人情報保護 法 存在 留意 出自

知 権利 必要 情報 範 い コン ンサ 得

必要 あ う 必要 情報 収 及び管理 い 現行

制度 い 急 対応 必要 あ  

出自 知 権利 検討 当 例え 予期 妊娠 女性

子 特 養子縁組 出 将来当該子 や実父

生 懸念 女性 子 遺棄 虐待死さ

う 事態 防 必要 あ 実母 プ イ シ わ 利益 子

自 出自 知 わ 利益 調整 う いう課題

あ  

 

イ 民間あ 団体 事業 廃 当該民間あ 団体

保管 文書等 失わ い う 文書等 一元管理 適

移管 保管等 さ 必要 あ 特 養子縁組 養子 少

自 養子 経緯 い 知

う 文書等 保管等 体制 整備

担保 保存期間 必要 あ 場合 諸外国 例

参考 一元管理 機 設立 運営 行政改革

整理 必要 あ  

 

 

養子縁組 立前 養親や子 対 支援 い  

 

現状 課題  
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ア 現在 特 養子縁組 立 当該養親子家庭 対 特 支

援 準備さ 実親子家庭 同様 支援 想定さ い い  

    一部 民間あ 団体 い 特 養子縁組 立前 研修

十 あ  

 

 イ 厚生労働省 行 特 養子縁組 調査  

 特 養子縁組 立 養親 養育困 訴えや虐待等 問題

生 事案 間 58件あ  

 特 養子縁組 立 養親 対 支援 行 い 児童相談

所 55.0％ 民間あ 団体 75.0％ 子 対 支援

行 い 児童相談所 40.7％ 民間あ 団体 60.0％

あ  

    養子縁組 立 必要 考え 支援 主 真実告知

支援 体制作 段階 応 相談支

援 挙 い  

 養子縁組 立 支援 困 理由 親会 退会

縁組 立 親 録 削除 養親 支援 否 転居 所

明等 挙 う 特 養子縁組家庭 対

う 対応 可能 あ 検討 必要 あ  

 

  ウ 昨 児童福祉法 改 い 児童相談所 業務 養子縁組

相談 支援 置付 踏 え 特 養子縁組

広報 啓 や相談 い 積極的 組 求 い  

 

主 議論 

 

ア 特 養子縁組 社会的養護 必要 子 対 適 養育環

境 法的 定性 確保 提供 得 制度 あ う

視 特 養子縁組家庭 対 必要 的支援 検討 必要

あ 特 今 仮 齢要件 見直 等 行わ 場合 新生 乳幼児

い子 養子縁組 増え 予想さ 養親 子

構築や対応 困 伴う 多 想

定さ 養親 心 子 養育 子 十 家庭

養育環境 同様 養育環境 い 的 養育さ 権利 保

さ う 養親 研修や支援 充実さ 必要 あ  
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 イ 特 養子縁組 立前 研修 立 言等 サポ ト 経済

的支援や育児休業等 養育支援等 支援 維持さ

組 必要 あ 場合 特 養子縁組 立 い 特 養子

縁組家庭 中 支援さ 否 支援 望 い家庭

存在 う 家庭 対 アプロ チ 在 方 検討

必要 あ  

 

 

行政 民間あ 団体 支援体制 強化 連携 協働 養親候補者情

報 共  

 

現状 課題  

 

ア 厚生労働省 行 特 養子縁組 調査  

   児童相談所 い 親 養子 わ 業務 専従組織 あ 割合 全

体 15.6％ 結果 あ  

 

 イ 28 12 特 養子縁組 民間あ 事業 届出制 許可

制 事業 適 運営 確保 民間養子縁組あ 法 立

法 施行日 公 日 起算 超え い

範 内 い 政 定 日 規定さ い 民間養子縁組あ

法附則第 1条柱書  

 

ウ 厚生労働省 行 特 養子縁組 調査  

 養親候補者 確保 確 情報提供 基礎的 養育知識

経験 持 特 養子縁組目的 希望 親希望者 開 齢 高

い子 育 養親 支え 相談体制 地域 町村等

協力 必要 意見 多 あ  

 特 養子縁組 立 事案 う 特 養子縁組 立 養親候

補者 打診 生 困 中 希望 養親候補者 組

複数 養親候補者 最善 候補者 選ぶ

親 適合 者 い 意見 あ  

 特 養子縁組 検討 立 至 事案 い

立 生 困 う 養親候補者 存在 特 養子

縁組 断念 事案 間 51件 23.5％ あ  
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主 議論 

 

ア 特 養子縁組 行政機 体制 い 各地方自治体

中央児童相談所等 単 可能 限 一元化 適当 あ 具体

的 児童相談所 民間あ 団体 養親候補者 情報 い 民

間あ 団体 意向 踏 え 可能 限 中央児童相談所等 単

約 考え  

 

 

イ 特 養子縁組 立前 支援 い 児童相談所 民間あ 団体

連携 協働 考え 全国 児童相談所及び民間あ

団体 高い質 支援 行え う 十 専門性 経験

職員 確保 う 適当 あ  

実父母 支援 い 児童相談所 民間あ 団体 区町村

妊娠相談窓口 要保護児童対策地域協議会 連携 協力 体制

必要 あ  

 

ウ 民間養子縁組あ 法 施行 向 児童相談所 民間あ 団

体 連携 協力体制 構築 必要 あ 民間 あ 団体

対 経済的支援 い 民間養子縁組あ 法 い 国又 地

方自治体 政 措置 規定 あ 的 定的

事業運営 資 一方 養子縁組 あ 件数 応 支援 いう

形 民間あ 団体 実父母 対 養子縁組 方向 働

中立的意思決定 影響 え 子 最善 利益 損 う

あ いう課題 あ  

 

 

．今 向  

  本検討会 提言 踏 え 特 養子縁組 利用 進 在 方 い

政府内 部局 い 更 検討 進 結論 出 求 い  

 

 


